
雇用保険適用事業所 様       お問合せ先：函南町商工会 古郡 055-978-3995 

① 【！注意！】①令和８年４月より雇用保険料率が変わります！ 

②  

雇用保険の加入条件を満たした労働者を雇用したら、速やかにお手続きをお願いします。 

      雇用保険の加入条件は以下のとおりです。 

• 1週間の所定労働時間が 20時間以上であること  

• 31日以上の雇用見込みがあること 

 

① ②雇用保険被保険者資格取得または喪失時の届出方法について 

従業員の入社や退職などに伴う雇用保険の資格取得や喪失の手続きは、WEBによる届出フォーム

をご利用ください。 

※パソコン、スマホどちらでも入力できます。 

※届出票に記入し FAX やご来所での届出をしていただく従来の方法でも受付しております。 

雇用保険 

資格取得届出フォーム 

 雇用保険 

資格喪失届出フォーム 

https://forms.office.com/r/TmeGwxWaiH  https://forms.office.com/r/wsg64t7K6S 

 

 

 

 


